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東北運輸局マスコット
“とうほくろっ犬”

許 認 可 申 請

   道路運送法施行規則第５５条の規定により、次のとおり公示する。
　 なお、利害関係人で道路運送法第８９条第２項の規定により意見の聴取の申請をしようとするものは、同法施行規則第５７条の規定に基づく
 申請書をこの公示の日から１０日以内に当局自動車交通部に提出すること。

平成２４年１月２３日

東北運輸局長　　清 谷　 伸 吾

（公示番号第５２号）

事案の種類：一般乗用旅客自動車運送事業における運賃及び料金に関する認可申請

事 案 番 号 申 請 者 申 請 年 月 日 関 係 営 業 区 域 備 考

運賃及び料金の変更認可申請
・時間制運賃の加算時間の短縮

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

大型車 3,980円

特大車

10分まで1,330円

20分まで2,660円

30分まで3,980円

（以降30分ごと繰り返し）

初乗運賃30分 加算運賃

盛岡交通圏

4,030円

10分まで1,350円

20分まで2,690円

30分まで4,030円

（以降30分ごと繰り返し）

車種

10分まで  800円

20分まで1,600円

30分まで2,400円

（以降30分ごと繰り返し）

運賃

公    示

3,360円

10分まで1,120円

20分まで2,240円

30分まで3,360円

（以降30分ごと繰り返し）

事 案 の 概 要

２３旅二第
１６０８号

有限会社つばめタクシー
取締役　 吉田　淳

2,400円

中型車

H24.1.4

小型車
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許認可等事項

行 政 処 分

◆旅客自動車運送事業者に対する行政処分等

氏名又は名称 主たる事務所 処　分 処分の 停　止 停　止 違　反

代　表　者　名 対象営業所 年月日 種　類 車両数日車数 点　数

青森県青森市

本社営業所

山形県山形市

本社営業所

宮城県仙台市

本社営業所

福島県郡山市

本社営業所

宮城県塩釜市

本社営業所

宮城県塩釜市

本社営業所

文書警告

宮城
一般
乗用

有限会社　伊達観光交通
山本　知明

運転者に対する指導監
督義務違反

H23.12.22

文書警告
株式会社　浪岡タクシー

佐藤　はぎ

運転者の最大拘束時間
及び連続運転時間違反
等

H23.12.1

文書警告

山形
一般
乗用

相互タクシー　株式会社
松田　邦男

運転者に対する指導監
督義務違反

H23.12.21

青森
一般
乗用

文書警告

文書警告

宮城
一般
貸切

株式会社　ジャパン交通
櫻井　新一

運転者の選任義務違反 H23.12.26

宮城
一般
乗合

株式会社　ジャパン交通
櫻井　新一

運転者の選任義務違反 H23.12.26

輸送施設の
使用停止

2福島
一般
乗用

とみたタクシー　株式会社
大和田　好男

70 7
乗務員の健康状態把握
義務違反等

H23.12.26

自 動 車 交 通 部 自 動 車 監 査 官

県別 業種

事　　　　業　　　　者

処　分　理　由

処　　分　　内　　容

◆港湾運送事業廃止状況

海事振興部海事産業課

届 出 者 港湾運送事業の種類 港 湾 名 届出受理年月日 廃止期日

平成２３年１２月 平成２４年１月大船渡運輸株式会社 一般港湾運送事業 大船渡港

２６日 ３１日（代表取締役 齊藤 實）

岩手県大船渡市大船渡町字野々田２－１

◆旅客自動車運送事業者に対する行政処分等

氏名又は名称 主たる事務所 処　分 処分の 停　止 停　止 違　反

代　表　者　名 対象営業所 年月日 種　類 車両数日車数 点　数

青森県青森市

本社営業所

山形県山形市

本社営業所

宮城県仙台市

本社営業所

福島県郡山市

本社営業所

宮城県塩釜市

本社営業所

宮城県塩釜市

本社営業所

文書警告

宮城
一般
乗用

有限会社　伊達観光交通
山本　知明

運転者に対する指導監
督義務違反

H23.12.22

文書警告
株式会社　浪岡タクシー

佐藤　はぎ

運転者の最大拘束時間
及び連続運転時間違反
等

H23.12.1

文書警告

山形
一般
乗用

相互タクシー　株式会社
松田　邦男

運転者に対する指導監
督義務違反

H23.12.21

青森
一般
乗用

文書警告

文書警告

宮城
一般
貸切

株式会社　ジャパン交通
櫻井　新一

運転者の選任義務違反 H23.12.26

宮城
一般
乗合

株式会社　ジャパン交通
櫻井　新一

運転者の選任義務違反 H23.12.26

輸送施設の
使用停止

2福島
一般
乗用

とみたタクシー　株式会社
大和田　好男

70 7
乗務員の健康状態把握
義務違反等

H23.12.26

自 動 車 交 通 部 自 動 車 監 査 官

県別 業種

事　　　　業　　　　者

処　分　理　由

処　　分　　内　　容

◆港湾運送事業廃止状況

海事振興部海事産業課

届 出 者 港湾運送事業の種類 港 湾 名 届出受理年月日 廃止期日

平成２３年１２月 平成２４年１月大船渡運輸株式会社 一般港湾運送事業 大船渡港

２６日 ３１日（代表取締役 齊藤 實）

岩手県大船渡市大船渡町字野々田２－１
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◆貨物自動車運送事業者に対する行政処分等

氏名又は名称 処　分 処分の 停　止 停　止 違　反

代 表 者 名 年月日 種　類 車両数 日車数 点　数

福島 一般
有限会社　庄屋運送

飯高　丈夫
本社営業所

点呼の実施義務違反
等

H23.12.22
輸送施設の
使用停止

2

福島 一般
有限会社　丸井運送

鈴木　福太郎
本社営業所

運転者の最大拘束時間
違反等

H23.12.20 文書警告

青森 一般
有限会社　新和高速

小形　勲
本社営業所

運転者に対する指導監
督義務違反

H23.12.14 文書警告

宮城 一般
アーティクルキャリー株式会

社トーコー
加藤　廣志

仙台営業所
点呼の実施義務違反
等

H23.12.7

60 6

文書警告

輸送施設の
使用停止

1 30 3

青森 一般
津軽第一運輸　有限会社

佐藤　更一
本社営業所

運転者に対する指導監
督義務違反

H23.12.14

輸送施設の
使用停止

3 265 27

輸送施設の
使用停止

1 10 1

文書警告

宮城 一般
埼玉西濃運輸　株式会社

石井　良幸
東北営業所

運転者の最大拘束時間
違反等

H23.12.7

宮城 一般
有限会社　三興運輸

高橋　裕三
本社営業所 過積載運行違反 H23.12.5

文書警告

青森 一般
有限会社　三立運輸

柏崎　至美子
本社営業所

運転者の最大拘束時間
及び連続運転時間違反
等

H23.12.6

210 21宮城 一般
有限会社　松本運輸

松本　れい子
利府営業所

運転者の最大拘束時間
及び連続運転時間違反
等

H23.12.1
輸送施設の
使用停止

3

輸送施設の
使用停止

5 80 8

輸送施設の
使用停止

2 80 8

秋田 一般
株式会社　秋田エスエス商運

佐賀　晴樹
本社営業所

運転者の最大拘束時間
違反等

H23.12.1

輸送施設の
使用停止

2 60 6

青森 一般
平賀運送　株式会社

竹村　政太郎
本社営業所 過積載運行違反等 H23.12.1

輸送施設の
使用停止

2 215 22

福島 一般
株式会社　菊地輸送システム

菊地　裕司
本社営業所

運転者に対する指導監
督義務違反

H23.12.1

宮城 一般
豊里貨物運送　株式会社

今井　秋則
本社営業所

運転者の最大拘束時間
及び連続運転時間違反
等

H23.12.1

自 動 車 交 通 部 自 動 車 監 査 官

処 分 内 容

県別 業種

事 業 者

処 分 理 由
対象営業所

福島 一般
有限会社　伊北青果

石幡　丈雄
本社営業所

運転者の最大拘束時間
及び連続運転時間違反
等

H23.12.22
輸送施設の
使用停止

2 210 21

宮城 一般
迫トラック　株式会社

上野　寿夫
本社営業所

運転者の最大拘束時間
及び連続運転時間違反
等

H23.12.22
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